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【トラブルを未然に防ぐには・・・】 

・契約時に原状回復等の契約内容を確認しましょう！ 

 ※契約の中には、借主に経年変化や通常損耗の回復義務を負担させるような特約を定めたもの

もあるので、特約の有無・原状回復義務の内容についてよく確認しておきましょう。 

・入居時の部屋の状態（損耗の有無）を確認しましょう！ 

 ※入居前に、貸主の立会いのもと、損耗があれば写真にとり保存しておきましょう。 

・入居中はマナーを守り、部屋を汚したり傷つけたりしないように注意しましょう。 

 

■他にも退去時における原状回復のトラブルがたくさんあります。 

より詳しく原状回復について知りたい方は・・・・ 

 

国土交通省のホームページで「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表されています 

ので、退去時の立会い前に、借主の負担すべき範囲について確認しておくと参考になります。

（http://www.mlit.go.jp/） 

または、河南町消費生活相談窓口までお問い合わせください。 

 

■河南町相談窓口よりひとこと■ ～海外からの当選金獲得には注意！～ 

≪事例≫ 

 ・「１億円を受け取る権利が発生！という封書が来た。」「身に覚えのない当選通知が届いた。」 

  など、海外宝くじの手紙がエアメール等で送られてきた。 

・海外から「宝くじの当選金を受け取る権利がある」というような主旨の手紙が届いたので、 

当選金をもらう為に必要な費用を支払ったが、当選金が振り込まれてこない。 

 

≪消費者へのアドバイス≫ 

・ 事例のような通知が届きいつか必ず当たると信じ込み、当選金を受け取る為の 

手数料を払い続け、被害に気付いた時には多額の費用をつぎ込んでしまっている 

というケースが見られます。 

このような手紙が届いたとしても、無視するようにしましょう。 

 

   手紙は、主にオーストラリアやドイツ、香港、カナダ、中国などから 

エアメール等で送られてきます。 

 

  海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法です！ 

当選することはありません！！ 

絶対に手を出さないようにしましょう！ 

 

 

  

 

 

 

 

問い合わせ先 河南町消費生活相談窓口 

日 時 毎週月・木曜日（祝日、年末年始は休み）午前１０時～正午、午後１時～午後４時３０分 

場 所  河南町役場 環境・まちづくり推進課内（役場２階） 

電 話  ０７２１－９３－２５００ （代表） 内線２５１・２５２ 


